
令
和
三
年
総
務
省
・
農
林
水
産
省
・
国
土
交
通
省
令
第
一
号

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則

過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
令
和
三
年
法
律
第
十
九
号
）
第
四
十
二
条
及
び
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
令
和
三
年
政
令
第
百
三
十
七
号
）
第
六
条
第
二
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
加
算
す
る
額
の
算
定
）

第
一
条
　
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
次
条
第
二
号
及
び
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
加
算
す
る
額
は
、
過
疎
地
域
の
持
続
的
発
展
の
支
援
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
二
項
の
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
通
常
の
国
の
交
付
金
の
額
に
、
当
該
事
業
に
つ
き
法
別
表
に
掲
げ
る
割
合
を
当
該
事
業
に
要
す
る
経
費
に
対
す
る
通
常
の
国
の
負
担
又

は
補
助
の
割
合
に
相
当
す
る
も
の
で
除
し
て
得
た
数
か
ら
一
を
控
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
過
疎
地
域
と
み
な
す
基
準
）

第
二
条
　
法
第
四
十
二
条
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
市
町
村
の
う
ち
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
、
市
町
村
の
合
併
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
又
は
他
の
市
町
村
の
区
域
の
全
部
若

し
く
は
一
部
を
編
入
し
た
市
町
村
（
以
下
「
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
特
定
期
間
合
併
市
町
村
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収

入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
（
当
該
数
値
に
小
数
点
以
下
五
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
四
捨
五
入
す
る
。
）
で
平
成
二
十
九
年
度
か
ら
令
和
元
年
度
ま
で

の
各
年
度
に
係
る
も
の
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
（
当
該
数
値
に
小
数
点
以
下
二
位
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
る
。
）
が
〇
・
五
一
以
下
で
あ
る
こ
と
。

二
　
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
特
定
期
間
合
併
市
町
村
に
つ
い
て
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
が
、
令
第
三
条
第
二
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
昭
和
三
十
五
年
の
人
口
、
昭
和
五
十
年
の
人
口
又
は
平
成

二
年
の
人
口
の
い
ず
れ
よ
り
も
減
少
し
て
い
る
こ
と
。

三
　
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
特
定
期
間
合
併
市
町
村
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ
　
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
特
定
期
間
合
併
市
町
村
に
つ
い
て
平
成
二
十
七
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
を
当
該
市
町
村
の
区
域
の
う
ち
法
第
四
十
二
条
の
規
定
を
適
用
し
な
い
と
し
た
な
ら
ば
法
第
三
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
又
は
第
四
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎
地
域
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
区
域
（
ロ
に
お
い
て
「
要
件
該
当
区
域
」
と
い
う
。
）
の
同
年
の
国
勢
調
査
の
結
果
に
よ
る
人
口
で
除
し
て
得
た
数
値
が
三
以
下
で

あ
る
こ
と
。

ロ
　
旧
過
疎
自
立
促
進
地
域
の
特
定
期
間
合
併
市
町
村
の
面
積
を
要
件
該
当
区
域
の
面
積
で
除
し
て
得
た
数
値
が
二
以
下
で
あ
る
こ
と
。

附
　
則

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
規
則
の
失
効
に
伴
う
経
過
措
置
）

２
　
令
附
則
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
七
十
五
号
）
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
旧
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）
第
一
条
の
規
定
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
以
後
も
、
同
項
の
規
定
が
効
力
を
有
す
る
限
り
に
お
い
て
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
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